
ナ
カ
ム
ラ
ク
ザ
エ
モ
ン
中
村
九
左
衛
門
助
左

衛
門
の
ご
子
。
元
隊
六
年
加
賀
滞
の
御
歩
と
し
て
六

十
依
を
受
け
、
七
年
火
器
寺
伎
に
仕
へ
て
三
十
依
十

人
扶
持
金
サ
五
周
を
得
、
新
番
並
に
任
じ
、
資
永
七

年
新
知
百
石
を
受
け
て
大
小
怖
に
斑
L
、
手
保
九
年

去
十
石
を
加
へ
た
が
、
十
三
年
金
慨
に
邸
炉
、
先
知

百
況
十
石
を
得
、
組
外
に
列
し
、
同
年
四
且
七
日
四

十
六
訟
を
以
て
裂
。
孫
路
右
衛
門
守
司
酬
の
持
家
断
紹

し
た
。

ナ
カ
ム
ラ
ナ
ハ
チ
ロ
ウ
中
村
九
八
節

制
尖
奥

左
衛
門
は
柴
町
勝
家
に
仕
へ
、
天
疋
十
一

年
北
庄
城

十
力

ナ
カ
ム
ラ
ガ
ハ

中
村
川

金
城
三
河
考
に
阿
川

の
市
名
を
中
村
川
と
す
る
は
、
惣
凶
風
土
犯
に
見
え

る
巾
村
川
を
笛
て
た
も
の
で
あ
り
、
而
し
て
惣
閥
風

土
犯
が
間
同
捜
で
あ
る
上
は
、
円
唱
も
信
ず
る
こ
と
が
で

き
ぬ
。
但

L
手
取
川
か
ら
引
〈
用
水
巾
に
、
中
村
用

水
の
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
と
は
別
問
題
で
あ
る
。

ナ
カ
ム
ラ
キ
ユ
ウ
エ
ツ
中
村

久

越

山
城
附
八

幡
の
枇
人
。
蹴
は
い

Hm。
元
利
中
前
間
利
治
に
召
さ

れ
て
、
合
力
米
二
十
石

・
銀
子
三
百
目
を
賜
ひ
、
侯

の
在
凶
中
は
常
に
下
b
て
御
前
御
用
の
取
次
を
駆
と

し
、
叉
柿
鎮
の
棋
に
官
訪
っ
た
。
侯
箆
去
の
m
I
年
時

休
し
て
延
貸
沼
年
間
以
。
子
久
太
郎
臓
を
裂
い
で
久
入

と
い
ひ
、
元
締
十
三
年
九
且
に
は
久
入
か
ら
、
そ
の

子
孤
六
郎
に
も
亦
滞
侯
在
凶
申
御
出
制
服
を
奉
伺
せ
し

め
た
い
と

m開削
し
て
ゐ
る
。

ナ
カ
ム
ラ
キ
ユ
ウ
ベ
Z

中
村
久
兵
衛

刑
部
家

置
の
二
子
次
郎
兵
衛
か
ら
一
五
代
の
係
。
初
名
小
十
郎
。

平
保
十
八
年
幼
少
で
父
勘
左
衛
門
の
也
知
三
の
-
を

受
け
、
元
文
五
年
本
知
三
百
石
に
復
し
、
大
小
将
を

経
て
小
錦
奉
行
に
任
じ
た
が
、
同
役
鈴
木
市
町
兵
衛
の

私
山
に
座
し
て
、
従
何
回
年
二
且
廿
七
日
改
易
せ
ら

L
ヒ。

ー

プ

ナ
カ
ム
ラ
シ
ヤ

中
村
社

江
泊
郷
大
辺
幸
に
あ

っ
た
紳
枇
。
笈
恕
紀
問
に
、
『苛
了
恒
産
政
・法
務
妨

へ
鍛
き
て
巾
村
領
な
り
。
云
h
k

。
今
世
間
間
氏
屋
政
、

中
村
の
庄
屋
跡
と
い
ふ
。
反
己
の
方
に
宮
あ
り
。
何

耐
と
も
知
る
も
の
な
か
り
し
を
、
敷
地
天
耐
の
枇
務

入
岬
酬
の
宮
な
り
と
い
へ
り
。
日
本
惣
胞
子
に
は
、
百

沼
郡
中
村
枇
熊
野
被
到
と
あ
り
。
今
も
上
前
凶
の
者
、

法
務
坊
を
中
村
と
い
ふ
。
』
と
あ
る
。

陥
古
川
の
際
自
m
A

し
、
父
も
亦
奥
左
衛
門
と
い
う
た
。

九
八
郎
は
前
出
利
家
に
来
仕
し
、百
八
十
行
荷
受
け
、

利
長
の
以
前
川
雌
石
城
攻
取
に
従
う
て
賊
死
し
た
。
子

高山叫
H

A

滞
に
仕
へ
る
。

ナ
カ
ム
ラ
ゴ
ウ

中
村
郷

石

川

柑
の
古
郷
名
。

和
名
抄
に
奈
加
盟
…
良
と
訓
む
。
後
世

巾
村
庄
・巾
村

咽
却
が
あ
ろ
が
、
悶
よ
り
区
域
に
鑓
泌
が
あ
る
。

ナ
カ
ム
ラ
ゴ
ウ

中
村
郷

滞
政
時
代
に
於
け
る

巾
村
郷
は
、
打
木
・
八
川・

入
山
巾
・
八
刷
新
閉山
・
前

均
・下
前
噌
・中
新
保
・{呂
永一
-富
永
新
・宮
永
市
・}乱
歩

市
・相

J

木
・徳
丸
・
品川光
・三
浦
・
ニ
ロ
・
平
松
・
幼
丸
・

品目
押
印
・
創
附
・乙
丸
・館
・官
披
・来
同
・明
法山川
・際，
木

の
ご
十
六
伊
村
を
含
ん
で
開
た
。

ナ
カ
ム
ラ
シ
ゲ
ハ
ル

中
村
重
晴

泊
桝
六
示
。

wu
は
脇
同
兵
部
置
季
の
四
子
で
、
中
村
刑
部
門
歌
正
に

援
は
れ
た
も
の
。
冗
永
の
初
前

m利
治
に
仕

へ
て
一
一

百
抗
十
石
を
受
け
、
間
治
中
二
百
抗
十
有
そ
加
へ
て

大
小
将
諮
問
と
成
旬
、
娃
貸
元
年
波
し
た
。

ナ
カ
ム
ラ
シ
チ
エ
モ
ン

中
村
七
右
衛
門

文
民

兵
衛
は
一
似
人
で
あ
っ
た
。

七
右
衛
門
宛
永
十
四
年
前

田
光
前
の
小
々
将
と
な
り
、
ご
一
白
抗
十
石
を
鮪
し
、

」
l
八
年
大
小
勝
、
冗
文
元
年
御
出
血
廻
に
班
し
、
十
一

年
制
揚
務
行
に
任
じ
、
延
賀
八
年
間
間
し
た
。
そ
の
嫡

系
は
六
代
平
次
兵
衛
守
思
守
天
保
六
年
自
省
し
て
断

絶
し
た
。

ナ
カ
ム
ラ
シ
ン
ゴ
ザ
Z

モ
ン

中
村
新
五
左
衛
門

初
め
て
前
削
利
家
に
仕
へ
て
百
抗
十
行
を
領
し
た
。

子
滋
樹
綴
い
で
滞
に
仕
へ
る
。

ナ
カ
ム
ラ
ス
ケ
・ザ
エ
モ
ン
中
村
助
左
衛

門

七

ナ
カ
ム
ラ
ジ
ユ
ン
ジ
ロ
ウ

中
村
順
二
郎

初

名

は
附
之
助
、
拠
開
・
心
部
文
は
頓
丁
と
脱
し
た
。
文

久
三
年
正
月
、
加
賀
山
掃
の
御
恕
物
出
品
制
方
を
命
ぜ
ら

れ
、
間
年
六
且
明
倫
掌
御
冊
目
物
出
納
方
と
な
0
、
九

且
海
防
の
お
に
越
中
東
山
宿
敵
世
間
と
な
っ
た
が
、
元
治

元
年
百
且
本
役
に
復
し
、
阪
剛
山
二
年
六
月
明
倫
堂
削

導
栴
と
な
り
、
明
治
元
年
選
後
職
役
に
従
ひ
、
一
一年

明
倫
常
助
教
加
入
宇
一命
ぜ
ら
れ
た
。
噌
服
務
の
後
、
八

年
九
月
前
川
利
耐
の
初
出
門
中
教
師
ー
や
~腐
せ
ら
れ
、
前
後

旋
京
に
赴
い
て
、
そ
の
臓
に
従
う
た
が
、
晩
年
部
門

に
入
旬
、
十
五
年
七
月
を
以
て
夜
し
た
。

ナ
カ
ム
ラ
シ
ョ
ウ

中
村
庄

石
川
却
に
在
っ
た
。

和
名
抄
巾
村
郷
の
辿
で
あ
る
。
邸
仁
三
年
十
月
の
祇

陀
寺
文
部
に
、『
加
到
附
河
内
政
祇
陀
寺
領
中
村
庄
久

武
保
、
村
刀
之
内
、
航
成
丸
之
内
、
長
島
之
内
問
地

之
明
。
』
と
あ
り
、
父
斜
元
日
記
別
肌
叫
に
は
、
『賀川臨

匹
前
日
明
川
叶
三
花
山
院
家
領
加
州
中
村
佐
代
官
服
役
仰

伺
候
云
セ
ν

』
と
見
え
る
。
後
附
で
は
村
到
・
成
・
長
島

皆
山
尚
郷
に
印
刷
し
、
巾
村
郷
は
山
尚
郷
に
隣
接
し
て

ゐ
る
。ナ

カ
ム
ラ
シ
ョ
ウ
ハ
空
中
村
正
白

文
正
伯
に

作
る
。
も
と
大
販
の
人
で
小
児
科
の
簡
で
あ
る
。
写

保
十
一
年
一
一
一
月
科
抱
へ
ら
れ
、
大
坂
精
米
三
百
伎
を

受
け
、
後
金
剛
聞
に
移
り
、
延
山
千
四
年
況
月
新
知
四
百

一九
十
石
脅
制
し
、
従
附
九
年
職
宇
一
僻
し
、
凶
年
六
十

抗
肢
を

U
て
現
し
た
。
正
自
前
は
剛
山
直
、
蹴
は
白
的

文
は
玉
江
。
前
凶
軍
時
の
附
子
で
あ
っ
た
時
、
庇
東

邸
の
内
袋
に
侍
し
、
数
に
腕
じ
て
賦
上
し
た
も
の
紗

〈
な
い
。

........ 
J、

ナ
カ
ム
ラ
h
R
ダ
ハ
ル
中
村
忠
春

逝
務
機
左
衛

門
時
十
兵
衛
。
三
百
石
脅
受
け
御
崎
廻
組
に
列
し
、

御
崎
式
御
用
遥
か
ら
獄
剣
附
御
用
人
と
な
っ
た
が
、

天
明
五
年
五
月
四
日
養
子
乙
次
郎
の
お
に
殺
慾
せ
ら

一
七

ナ
カ
ム
ラ
ソ
ウ
ス
ケ

中
村
宗
助

越
前
府
中
に

於
い
て
初
め
て
前
倒
利
長
に
伯
へ
、
蔽
加
唱
と
も
に

五
百
四
十
依
に
走
っ
た
。
子
孫
相
継
い
で
掛
川
に
仕

へ

る
。

右
衛
門
の
弟
。
見
永
十
七
年
典
カ
と
な
。
、
質
文
三

年
定
番
御
府
組
に
召
出
さ
れ
て
百
抗
十
石
を
侃
L
、

百
年
改
作
奉
行
に
任
じ
、
一苅
級
九
年
目
出
ぜ
ら
れ
、
十

一
日
ヰ
授
。
子
孫
相
個
嗣
い
で
滞
に
仕
へ
る
。

ナ
カ
ム
ヲ
セ
イ
中
村
資

沼
親
指
三
郎

・
五
百

木
・新
兵
衛
・
=
一
一
白
左
衛
門
・
市
内
右
衛
門
。
貸
出
円
三
年

父
王
兵
衛
向

E
の
泣
知
六
百
石
を
裂
い
で
大
小
怖
と

な
り
、
六
年
二
月
表
小
勝
、
何
年
イ
二
月
占
拠
小
師
、

明
和
五
年
奥
小
持
番
問
問
よ
り
漸
く
泌
ん
で
定
稀
同
航

と
な
り
、
前
侯
前
回
貫
教
の
御
用
部
屋
に
列
し
、
安

永
六
年
齢
二
百
石
を
加
へ
ら
れ
た
が
、
九
年
二
且
八

日
金
谷
御
殿
に
於
い
て
阿
川
笹山
融
の
お
に
刺
殺
せ
ら

れ
た
。
時
に
年
四
十
九
。
法
に
よ
っ
て
家
職
・邸
宅

和
波
放
せ
ら
れ
た
が
、
後
天
明
大
年

E
且比日一九
日
特

に
治
跡
を
復
し
、
中
村
才
氾
の
こ
子
常
四
郎
ハ
後
茜

十
郎
)
に
新
知
三
百
石
合
一
興
へ
ら
れ
た
o
iタ
カ
タ

タ
ネ
ノ
プ
高
旧
日
制
姿
。

ナ
カ
ム
ラ
セ
ン
ア
ン
中
村

俊

安

疋
自
の
子
、

留
を
業
と
し
た
。
延
竿
四
年
二
十
人
扶
持
牢
受
け
、

資
路
四
年
父
の
治
知
の
内
一

一国
王
十
石
を
領

L
、
貸

出
町
八
年
波
。
伶
安
、延
年
と
酬
慨
し
て
持
を
能
く
し
た
。

ナ
カ
ム
ラ
セ
ン
ア
ン

中
村
俊
安
初
め
・天
安
o

E
白
輿
孝
の
子
。
諮
の
殴
附
と
し
て
初
め
十
人
扶
持

を
受
け
、
認
政
十
年
十
人
扶
持
を
増
し
、
文
化
元
年

新
知
百
一世
十
石
を
受
け
、
一
大
保
三
年
別
居
し
た
。

-・


